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産運用報告書の適正性に関する確認

本

本投資法人の執行役員である坂下雅弘ば本投資法人の2020年6月1日から2020年11月30日ま

での第 16期営業期間の資産運用報告の提出時点において、当該商璽用報告における投資法人の計

算に関する規貝11(平成18年内閣府令第47号。その後4敷正を含みます。)第71条から第75条まで

の規定に基づく記載に関して不実の記載がないものと謁識しております私が不実の記載がないと
認識するに至った理由ば下記の通りです
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本投法人の出且み

本投資法人は、投資イ言託及て刈窒資法人に関する法律(班和26甲去律第198号。その後の改正を

含みます。)(以下、「投信法」といいます。)に基dいて設立された投法人であり、資産運用委託

契約に基づき、資産の運用に係る業務等をプロロジス・リート・マネジメント株式会社(以下、

資産運用会;幻といいます。)に委託しております。また、投信法に基づき、投資主名簿等OX佃戎

及び管理に係る事務、計算に関する事務及ぴ舗"脹簿の作成に関ずる事務を含む一般事務並て凡こ資

産の保管1、係る業務等(以下、「一般事務等」と総称します。)を三井住友1言託凄財テ株式会社(以下、

般事務受託者」といいます。)に委託しております。また、本投資法人の会計監査人は、郁艮責
任あずさ監査法人でt。

なお、秘才、本投資法人の彰哘役員と資産運用会社のイt表取締役を兼職しております

2.資産運用報告の作成プロセス

執行役員坂下雅弘

羣 3会

資産運用報告は、一般事務受託者から提出される会ヨ,帳簿をもとに、投信法等に規定された様式

及び記載表現に従い、資産運用会社にて必要な情報を加味した上で作成しておりま,・。また、イ倫兌

に際しては、必要に応じて法律事務所及てX税理士法人による助言を受けるとともに会計監査人によ

る監査を受けておりますなお、提出1'あたうては、投信法に基づき、本投資法人役員会の孝認を

得ております



3 不実の司識がないと認識ずるに至った理由

(1)一般事務受託者より、一般事務等の列曜状況にっき定期的に業務机告書を受領し、本般資
法人役員会で審議を行い、必要に応じて調査を実施しております

②本投資法人の会計監査人(有限貴任あずさ監査法人)より、投信法第130条に規定さ才ιる

監査を受け、監査報告書を受領しております

③本投資法人の法律顧問憐・濱田松本法律事務所)より、投信法等に関する助言を受けて
おりますまた、税務にっいては、即MG税理士法人の助言を受けております。

④資産運用会社の業務彰哘体制等について以下の事項を^しております。

社内体制の確立及び運用

資産運用会社においては、細織規程により業務分掌と所管部署が明確化され、内部
監査部署による内部監査が適時・適切に行われており、また全ての重要な経営情報に

つぃて、同社の取締役会に適切にイ寸議・報告されており、規定・判断基準・方金博が
周知徹底されてぃるほか、社内にエンプライアンス部署が設置されています

産運用報告案作成・§賑プロセス

資産運用会社においては、財務諸表及び関連する財務情報が、全ての重要な点1こお
いて本投資法人の業績と状況を適釖に表示していることを確認しており、また、資産

運用報告案1、関する作五瞭イ壬部署による作成及て凡歴静0俸お1が整備されています

3 取締役会

資産運用会社においては、本投資法人に資産運用報告案を提出するにあたり、耶締
役会で作成資任者が作成過程及〔叫寅討結果の報告を行うとともに、所定の手舮、きを経

ています

以上


